
ハローワーク四日市の就職者から 

就労支援機関を活用して就職した方の現状と実態 

 

○影山 尚（四日市公共職業安定所 就職促進指導官併上席職業指導官） 
 

１ はじめに 

(1) 窓口での実感と本省資料との違和感 

厚生労働省は就労継続支援Ａ・Ｂ型（以下「Ａ型」「Ｂ

型」という。）、就労移行支援（以下「移行」という。）

からの就職を促進する施策を次々と打ち出している。年間

で１万２千人弱が就職していると成果が着々と上がってい

ることを強調している。しかし窓口の第一線で業務をして

いる者にとっては実感が乏しい。 

実感としては支援を受けず、自ら就職活動をしている方

が大部分である。実際に、Ａ・Ｂ型・移行を経て就職する

方はどのくらい居るのか、支援を受けて就職した方はどの

ような特徴があるのか就職データを基に分析していく。 

(2) 調査方法 

平成28年度、平成29年度の三重労働局 四日市公共職業

安定所（以下「Ｈｗ四日市」という。）の就職者名簿711

人分の記録を分析し、支援機関の有無、平成30年８月１日

現在、就労中、退職済を確認。支援機関が複数支援してい

る場合は、主な支援機関で数えることとする。 

支援機関を活用していない方を支援機関無として計上す

る。保護者、配偶者等と来所された方を含むため単独で活

動している方とは限らない。 

就労中、退職済は雇用保険記録を確認。法定雇用率に算

入するには週20時間以上での雇用が最低条件になっている。

週20時間以上とは雇用保険の加入条件であり、かつ大部分

の助成金を受給するには雇用保険加入が必須である。この

ため就労中、退職済を把握するには雇用保険記録を参照す

るのが確実である。  

 

２ Ｈｗ四日市の労働市場 

(1) 労働市場概要 

Ｈｗ四日市の管轄は四日市市、三重郡菰野町及び川越町

で管内人口は365,671人。四日市市は、全国屈指の石油化

学コンビナート工業が盛んな都市として発展し、県最大の

商工業都市。隣県愛知県名古屋市まで概ね１時間圏内で名

古屋圏のベットタウンの顔ももっている。 

平成30年６月、Ｈｗ四日市の有効求人倍率は1.76倍。三

重県の有効求人倍率は1.75倍（全国1.62倍）で全国第11位。

全国10位前後が定位置。 

(2) 障害者雇用概要 

平成29年度の就職者数は352件と三重県全体（1693件）

の概ね１/５を占める。雇用率は2.07％と法定雇用率を達

成。恵まれた労働市場を反映し、障害者専用求人は常時

200件前後である。 

(3) Ｈｗ四日市管内の支援機関 平成30年８月１日現在 

障害者就業・生活支援センター（以下「生活支援セン

ター」という。）１か所、移行６か所 Ａ型11か所 Ｂ型

27か所。 

 

３ 支援機関別就職件数 711件（一般469件 Ａ型242件） 

 １位 396件  55.7％ 支援機関無  

２位 158件  22.2％ 生活支援センター 

３位  92件  12.9％ 学校  

４位  36件  5.0％ 移行  

５位  13件  1.8％ 医療機関  

６位  10件  1.4％ Ａ型・Ｂ型  

７位  ６件  0.8％ その他 

＊医療機関はデイサービス、発達障害センター 

＊その他はサポステ、発達障害センター、市町 

 

支援機関無が大部分である。上位３つで90％を占め、生

活支援センター以外の支援機関は件数上、存在感が薄い。 

 

４ 支援機関別 年代別件数、割合 

(1)支援機関無 396件        10～20代  58件   14.6％ 

30～40代 207件   52.2％ 

50～60代 131件   33.1％ 

(2)支援機関有 315件        10～20代 180件   57.1％ 

30～40代 104件   33.0％ 

50～60代  31件    9.8％ 

(a)生活支援センター 158件  10～20代  66件   41.7％ 

30～40代  70件   50.7％ 

50～60代  22件  13.9％ 

(b)移行 36件              10～20代  15件   41.6％ 

30～40代  19件   52.7％ 

50～60代   2件   5.5％ 

 

10～20代の75.6％が支援機関を活用。30～40代では

33.4％、50～60代は19.1％と年齢と共に活用が低下する傾

向がある。 
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５ 支援機関別 障害種別件数、割合 

(1)支援機関無 396件        身体  135件    34.0％ 

精神 218件    55.0％ 

知的   21件     5.3％ 

難病   22件     5.5％ 

(2)支援機関有 315件        身体   29件     9.2％ 

精神  135件    42.8％ 

知的  150件    47.6％ 

(a)生活支援センター 158件  身体   12件     7.5％ 

精神   83件    52.5％ 

知的   63件    39.8％ 

(b)移行 36件              身体    2件     5.5％ 

精神   22件    61.1％ 

知的   11件    30.5％ 

難病    1件     2.7% 

 

身体の17.6％が支援機関を活用。精神は38.2％、知的

87.7％。知的は支援機関を活用することが定着している。 

 

６ 支援機関別 定着件数・割合 

就職件数711件  就労中357件 50.2％ 退職済354件 

49.8％、うちＡ型242件 就労中 92件 38.0％ 退職済150

件 62.0％ 

(1)支援機関無 就職件数 396件 就労中162件 40.1％ 

退職済234件 59.9％ 

  退職までの在籍日数 件数   退職済234件の割合 

１日～７日以内      39件       16.6% 

８日～31日以内     23件        9.8% 

  32日～93日以内      58件       24.7% 

  94日～186日以内    39件       16.6% 

  187日～364日以内    43件       18.3% 

  365日以上           32件       13.6% 

(2)支援機関有 就職件数 315件 就労中195件 61.9％ 

退職済120件 37.1％ 

退職までの在籍日数 件数   退職済120件の割合 

１日～７日以内      11件        9.1% 

８日～31日以内     14件       11.6% 

  32日～93日以内      35件       29.1% 

   94日～186日以内    11件        9.1% 

  187日～364日以内    25件       20.8% 

   365日以上         23件       19.1% 

(ｱ)生活支援センター 158件  就労中  78件  49.3％ 

退職済  80件  50.7％ 

(ｲ)学校 92件              就労中 78件 84.8％ 

退職済 14件 15.2％ 

 

(ｳ)移行 36件              就労中 23件 63.8％ 

退職済 13件 36.2％ 

(ｴ)医療機関 13件          就労中 ７件 53.8％ 

 退職済 ６件 46.2％ 

(ｵ)Ａ型・Ｂ型 10件         就労中 ４件 40.0％ 

 退職済 ６件 60.0％ 

(ｶ)その他 ６件             就労中 ５件 83.3％ 

 退職済 １件 16.7％ 

 

定着率は支援機関無40.1％支援機関有61.9％と支援機関

有が高い。特に学校と移行が高くなっている。 

退職までの在籍日数で１日～７日以内は支援機関無

16.6％、支援機関有9.1％と差が大きい。しかし、187日以

上では大きな差は見られない。支援機関の有無にかかわら

ず32日～93日以内の退職が割合・数ともに１番多い。 

管内の移行６か所中、３か所が就職実績０件である。就

職実績のある３か所の定員を併せると40名。２年間での就

職件数は36件と定員の半数程度は就職している。 

就職件数711件のうちＡ型は242件と就職件数の34％を占

めている。対して２年間の退職済150件のうち13件はＡ型、

10件は一般就職、残りの127件は不明である。不明はＢ型

か自宅待機になったと思われる。Ａ・Ｂ型は就労場所であ

り、一般就労への支援機関の役割は果たしていない。 

Ａ型に就労した方で支援機関有は97件(40.8％)と支援機

関を活用する意識は低い。定着率38.0％と低い要因の一つ

になっていると思われる。 

  

７ まとめ  

Ｈｗ四日市管内では支援機関を活用することは一般的で

はない。活用する方は、一般雇用を希望し、10～20代、精

神、知的の方が主流。活用すると７日以内の退職は少なく

なるが、６カ月を経過すると支援機関無と変わりがない。 

就職実績のある移行は確実に成果を上げているが、就職

数に占める数が少ないため存在感が薄い。 

 

【参考文献】 

1) 平成29年度における障害者の職業紹介状況等（厚生労働省 

平成30年5月25日公表 厚生労働省 三重労働局 平成30年5

月28日公表） 

2) 就労定着支援に係る報酬・基準について≪論点等≫（障害福

祉サービス等報酬改定検討チーム 第9回 平成29年9月13

日） 

 

【連絡先】 

就職促進指導官併上席職業指導官 影山 尚（ひさし） 

厚生労働省 三重労働局 四日市公共職業安定所 

電話 059-353-5568  FAX 059-353-7744 
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発達障害学生の就労支援における大学と地域との連携体制構築のための実践 
 

○後藤 千絵（一般社団法人サステイナブル・サポート 代表理事） 

舩越 高樹（京都大学） 

川上 ちひろ・堀田 亮（岐阜大学） 

 

１ はじめに 

障害者差別解消法が平成28年４月に施行され、国立大学

法人等には障害のある学生への合理的配慮が義務化された。

大学等においては、近年急増している発達障害学生への対

応に各大学が工夫をしながら取り組んでいるが、修学の支

援が中心であり、就職支援や卒業後の支援は人的な体制か

らも限界が見られる。また、就労移行支援事業所において

も大学等高等教育機関を卒業した利用者が増加傾向にあり、

大学と地域福祉との連携は今後ますます必要になると考え

られる。 

本会では、岐阜圏域における大学と地域との連携の実践

について、成果と課題、今後の展望を交えて発表したい。 

 

２ 大学と地域の連携体制構築のためのシンポジウム 

(1) シンポジウム開催の背景 

岐阜大学保健管理センター助教の堀田¹⁾ によれば、岐

阜大学保健管理センターもしくはサポートルーム（障害学

生等支援室）の対応件数の76％が発達障害又はその傾向の

ある学生である。その支援を学内だけで行うには限界があ

ることから、地域資源を活用した連携体制構築の構想がス

タートした。岐阜圏域は地域の地理的・物質的なコンパク

トさから、以前より一部の機関同士では顔の見える関係性

が構築されていたが、より多くの教育機関・支援機関がつ

ながることで、当事者にとってより適切な選択ができるの

ではないかと考え、平成29年４月より岐阜大学を中心にシ

ンポジウム開催のための準備をすすめた。準備会には大学

のほか、行政や就労移行支援事業所も参加した。 

(2)シンポジウムの内容 

平成29年９月10日（日）に第１回となるシンポジウムが

開催された。８府県から107名が参加し、参加者の属性の

約半数が大学関係者、次いで行政機関関係者、障害者支援

団体、医療関係者、企業等であった。 

プログラムは主催者の堀田からの企画趣旨説明に始まり、

話題提供１「岐阜大学での支援からみるニーズと課題」

（岐阜大学 舩越 高樹（当時））、話題提供２「初等中

等教育からつなぐ自己理解・自己決定支援」（岐阜聖徳学

園大学 安田 和夫）、話題提供３「就労準備支援と企業

とのマッチング」（株式会社Notoカレッジ 辻 雅靖）、

話題提供４「就労支援の現状とこれから～タテとヨコの連

携を考える」（一般社団法人サステイナブル・サポート 

後藤 千絵）、話題提供５「青年期・成人期の発達障害支

援から学ぶこと」（岐阜県発達障害者支援センターのぞみ 

加藤 永歳（当時））と続いた。分科会は「高大連携支

援」「在学中支援」「就労移行支援」の３つに分かれ、活

発な意見交換等が行われた。 

初回のシンポジウムの目的は、連携を取り巻く各フェー

ズの現状と課題を広く知り、共有していくということに

あった。発表者からは、実際の現場における現状と課題が

具体的な事例をもって提供された。 

(3) 参加者からの意見 

参加者からのアンケート回収率は92％で、シンポジウム

の満足度は５段階評価の４以上で概ね満足という結果が得

られた。自由回答の主な意見として、他職種の方と交流で

きて良かった、今後の青年期を見据えた支援の参考にした

いという意見のほか、支援窓口リストや支援マップが欲し

いというような具体的な意見もあった。分科会においては

大学側からの意見として、本人や家族に障害の自覚がない

（いわゆるグレーゾーン）場合の支援の難しさが報告され

た。 

(4) 今後の展望 

シンポジウムを通して地域連携のプラットフォーム構築

を目指すには、こうした機会の積み重ねが必要だと考え、

平成30年10月14日（日）に第２回のシンポジウムを開催す

る。現在、連携体制構築に関しては岐阜大学の職員や一部

の支援機関の職員等の任意によって行われているため、人

的な限界もあり、具体的な支援マップの作成等までには

至っていない。回数を重ねることで、ニーズを明確にし、

プラットフォームが効果的に機能する方法を検討したい。 

 

３ 発達障害・グレーゾーン学生の支援 

(1) 「キャリア支援プログラム」概要 

一般社団法人サステイナブル・サポート（以下「当団

体」という。）では、平成29年度より独立行政法人福祉医

療機構より助成を受け、グレーゾーン学生や発達障害学生

に向けた就労支援事業「キャリア支援プログラム」（以下

「キャリプロ」という。）を展開している。平成29年度は

14名がプログラムに登録し、８名が主プログラムである

「ジョブゼミ」に定期的に参加した。その８名を対象に事

業評価を行った結果、コミュニケーション力の向上や自己

理解の促進等の項目において効果が見られた。 
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(2) キャリプロ実施の背景 

当団体は岐阜県岐阜市において就労移行支援事業所

「ノックス岐阜」を展開している。ノックス岐阜は発達障

害・精神障害のある人を対象に一般企業への就労を目指し

訓練を提供している。平成27年10月の開所以来、ノックス

岐阜には大学等高等教育機関を卒業もしくは中退し、長期

間のひきこもり・ニートを経てから利用する人が多くみら

れる。そのほとんどが、就職もしくは就職後につまずき、

うつ病等を発症した状態で医療機関等から紹介される。就

労移行につながった段階では、自信を喪失し、生活リズム

も崩れており、就労までの時間がかかってしまうケースが

多い。 

現在、ノックス岐阜の利用者の障害の状況は、約半数が

発達障害、残り半数がうつ病や統合失調症等の精神障害だ

が、精神障害診断を受けた人の中には、ベースに何らかの

発達障害特性が見られるケースもある。実際に利用開始し

てから、改めて発達障害が診断されたケースが複数あった。 

そうした現状から、もう少し早い段階で支援に入れないか

と考えて開始したのがキャリプロである。診断の有無にか

かわらず、コミュニケーションや社会性の課題が見られる

学生・若者に対し、社会に出る前に支援プログラムを実施

し、就職でつまずく前に支援介入することで、社会適応を

促す予防的支援を目指す。 

(3) 実施内容・成果 

キャリプロは４つのプログラムで構成されている。主プ

ログラムの「ジョブゼミ」では、自己理解やコミュニケー

ション、ビジネスマナー、就活講座等を提供した。「学生

ラウンジ Connections」は、職員との面談や面接練習の

ほか、他の参加者との交流、PCの練習、読書と、思い思い

の時間を過ごせる場として提供している。「ナツゼミ」は、

大学の夏休み期間を利用し短期集中講座を実施した。「イ

ンターンシップ」の平成29年度の参加者は１名であったが、

インターンシップの実施は自己理解の促進と現実的なジョ

ブマッチングに大きく寄与することとなった。 

事業の成果については、第三者評価機関である特定非営

利活動法人日本ファンドレイジング協会に依頼し評価を実

施した。評価者の鴨崎²⁾ によると、本プログラムはその

最終目標である「プログラム参加者（大学生、若者）」が

将来的に「長期安定した就労」や一般就労に限らず「自分

らしいそれぞれの自立」の実現につながる変化・成果を生

み出すために有効なプログラムであると評価された。また、

鴨崎は課題として、１年間の事業助成期間内では長期的な

変化・成果をフォローすることが困難であり、プログラム

の有効性を検証することの限界を挙げた。また今後の提言

としてグレーゾーン学生や発達障害学生の支援期間（事業

期間）を長く設定することで、より効果が期待できるので

はないかとした。 

(4) 課題と展望 

本プログラムを実施するために、地域の大学や支援機関

の協力を得て、参加者を呼びかけた。しかし、それらの支

援機関等からの学生の紹介は少数であった。また、想定以

上に発達障害特性の重い参加者が見られ、実際には卒業後

すぐの就職よりも、福祉等による自己理解促進等の支援が

適切と思われるケースもあった。さらに、参加者の家族か

ら適切な理解とサポートが得られていないケースもあり、

家族への障害受容の支援等も必要であることがわかった。

以上のことから、大学との連携はもとより、医療・福祉・

家庭との連携を強化し、既存の制度や支援の隙間を埋める

取り組みとして、効果的なプログラムを実施していきたい。 

 

４ まとめ 

岐阜における連携体制構築はまだ始まったばかりであり、

今後の具体的なアクションが期待される段階にある。支援

機関同士の信頼関係を構築するためには、まずお互いの活

動や状況を知るための交流の機会が不可欠である。トップ

ダウンでは効果的な連携体制を構築することは困難であり、

今後も現場レベルでの交流が必要であると考えられる。 

 

【参考文献】 

１）平成29年度岐阜大学活性化経費（地域連携）事業 シンポジ

ウム報告書 p.1-3 

２）独立行政法人福祉医療機構 平成29年度社会福祉振興助成事

業 実践報告書「発達障害・グレーゾーン学生のキャリア支

援プログラム」 別巻 事業評価報告書 

 

【連絡先】 

後藤 千絵  

一般社団法人サステイナブル・サポート 

e-mail:info@sus-sup.org 
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障害学生就職支援担当者の役割に対する 

職業リハビリテーション機関職員の期待に関する調査 

 

○後藤 由紀子（筑波大学人間総合科学研究科 生涯発達専攻(博士前期課程)） 

八重田 淳  （筑波大学人間総合科学研究科） 
 

１ 背景と研究の目的 

大学に在籍する障害学生数はこの10年間に５倍以上に急

増しており1)、さらに学生の主な障害種別が身体障害から

精神障害・発達障害へと移ってきていることから、近年、

就職支援の対象となる障害学生像は大きく変化していると

言える。日本学生支援機構（2017）2)によれば、障害学生

の就職率は平成23年度からあまり向上が見られず、障害学

生数が増加し続ける中で学校が就職支援を行うことは難し

いとも言われており、大学における障害学生の就職支援現

場では支援方法の転換が迫られている。 

 その中で注目されているのが、大学と、職業リハビリ

テーション機関（以下「職リハ機関」という。） をはじ

めとした学外の専門機関との連携である。しかし、学校か

ら職場への移行支援における連携に関する先行研究を見る

と、国内では特別支援教育の領域において連携の必要性や

連携の特色についての分析がなされている3)など一定の成果

が挙げられているものの、大学における連携の課題や連携を

促進するための方策についての研究は見受けられなかった。 

そこで、大学－学外機関間の連携における課題について

検討することを本研究の目的とした。 

 

２ 調査の目的 

先行研究において、特別支援学校と障害者就業・生活支

援センターとの連携を困難にする要因の１つとして「役割

範囲の不明確」が挙げられている4)ことから、本調査にお

いては、大学の障害学生就職支援担当者（以下「大学担当

者」という。）に対する職リハ機関職員からの役割期待等

について尋ね、職リハ機関と大学が連携する際の役割分担

や役割遂行のために必要な知識・スキルについて検討する

ことを目的とした。 

 

３ 方法 

(1) 調査対象者・調査開始日 

全国の地域障害者職業センター52か所の主任障害者職業

カウンセラーと、障害者就業・生活支援センター332か所

の就業支援担当者、各１名、計384名を対象に、無記名回

答による自記式質問紙調査を郵送法にて実施した。調査票

は2018年５月28日に発送した。 

(2) 調査内容 

 質問紙の調査項目は、以下の５カテゴリーで構成するも

のとした。 

①施設概要（４項目） 

②回答者属性（８項目） 

③大学担当者に期待する役割（42項目） 

④大学担当者の職務遂行に対する準備性への評価（③と

同様の42項目） 

⑤大学と職リハ機関との連携に関する意見（４項目） 

 このうち、本発表においては①、②に示される基本属性

の一部と、③、④における各項目の平均値、⑤の一部に関

する集計結果を示す。 

 

４  結果 

(1) 回収率 

本発表においては、2018年７月25日までに返送が確認で

きた153件を分析対象とした。この時点で、回収率は

39.8％であった。 

(2) 基本属性 

 回答者の所属施設の種別は障害者就業・生活支援セン

ター135件（88.2％）、地域障害者職業センター18件

（11.8％）であり、所在地は回答の多かった順に北海道９

件（5.9％）、大阪府８件（5.2％）、千葉県７件

（4.6％）、他42都府県であった。また、回答者の職種は

就業支援担当者111名（72.5％）、障害者職業カウンセ

ラー18名（11.8％）、生活支援担当者15名（9.8％）、そ

の他・未回答９件（5.9％）であり、障害者就労支援経験

年数は平均9.8年であった。 

(3) 大学担当者に期待する役割・準備性の評価 

調査項目③において、職リハ機関が大学担当者に対して

抱いている「大学担当者が障害学生の就職支援を行う際に

実施する職務（以下「支援職務」という。）に関する役割

期待」について、「０ 役割として全く期待していない」

～「５ 役割として非常に期待している」の６段階で回答

を求め、各項目について平均値を算出した。最も平均値が

高かったのは「障害者就業・生活支援センターへ、卒業後

の職場定着に係る支援を依頼する」であった。 

調査項目④において、「大学担当者が支援職務を行うに

あたっての準備性」に対する職リハ機関職員からの評価を

「０ 知識・スキルが全く身についていない」～「５ 実施

できるだけの十分な知識・スキルがある」の６段階で回答

を求め、各項目について平均値を算出した。最も平均値が

高かったのは「応募書類の添削指導を行う」であった。 

集計結果の詳細を、表１に示した。 

－182－



表１ 大学担当者に対する役割期待と準備性評価 (4) 連携を促進する要因 

調査項目⑤の中で、大学と職リハ機関との連携を促進す

る要因について「０ 妥当でない」～「５ 妥当である」の

６段階で回答を求めた。各要因の平均値を表２に示した。 

表２ 職リハ機関と大学の連携促進要因 

 

５ 考察 

役割期待に関しては、上位10項目にはインテーク・アセ

スメントや家族・他機関への協力依頼が含まれていること

から、大学担当者には在学中に障害学生の特性等を評価・

把握し、卒後の支援は他機関へ繋ぐ、という役割がイメー

ジされていると考えられる。 一方で、他機関への支援依

頼に関する項目は、大学担当者の準備性が低めに評価され

ている傾向があり、大学から職リハ機関への適切な引継ぎ

がなされていないと捉えられている現状が推察された。 

また、連携を促進する要因として平均値が4.0以上を示

した５項目を見ると、まずクライエントやその家族と信頼

関係を築くこと、そして各機関の機能を正しく理解し、支

援目標や互いの役割期待を一致させることが、連携を促進

していく鍵であると考えられる。 

今後は、本調査票の未分析項目についての分析に加え、

大学担当者の役割意識についての調査も進め、職リハ機関

職員の役割期待との比較を行っていくことが課題である。 

 

【参考文献】 
1) 独立行政法人日本学生支援機構：「平成 28 年度（2016 年度） 

大学、短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の
修学支援に関する実態調査結果報告書」(2017) 

2) 独立行政法人日本学生支援機構：「大学、短期大学及び高等
専門学校における 障害のある学生の修学支援に関する実態調
査分析報告（対象年度：平成17年度(2005年度)～平成28年度
(2016年度)）」(2017) 

3) 藤井明日香, 川合紀宗：特別支援学校高等部の就労支援にお
ける関係機関との連携:多機関・多職種連携を困難にする要因
の考察から，「広島大学大学院教育学研究科附属特別支援教
育実践センター研究紀要」 (10), p.15-23．(2012) 

4) 藤井明日香,落合俊郎：就業支援における障害者就業･生活支
援センターと特別支援学校との連携困難要因，「職業リハビ
リテーション」24(2), p.2-13，(2011) 

 
【連絡先】 
後藤 由紀子 
e-mail：yukico510@gmail.com 

順位
平均

値
順位

平均

値

1 4.26
障害者就業・生活支援センターへ，
　　　　　　卒業後の職場定着に係る支援を依頼する

35 2.53

2 4.25
対象となる学生の希望職種，働き方に関する
　　　　　　　　　　　　インテーク面接を実施する

9 2.8

3 4.19 必要に応じて，対象となる学生の家族に協力を求める 4 3.04

4 4.16
就職活動中に生じる葛藤に対して
　　　　　　　　　　　　　心理的なサポートを行う

5 3.03

5 4.13
他機関が開催する，自校に在籍する
　　　　　　　学生についてのケース会議に出席する

8 2.84

6 4.12
就労移行支援事業所や障害者職業訓練校へ，
　　　　　　　　　　　　　卒業後の支援を依頼する

23 2.62

7 4.11
障害のある学生向けのインターンシップ実施後に
　　　　　学生・企業へ向けたフォローアップを行う

29 2.57

8 4.06 障害のある学生が採用面接を受けるための指導を行う 6 2.91

9 4.04 対象となる学生の特性に関するアセスメントを行う 21 2.64

10 4.02
対象となる学生の特性に合わせた
　　　　　　　　就職先企業の選定について助言する

13 2.75

11 4.02
応募先企業へ連絡を取る際の電話・文書・メールに
　　　　　　おけるマナーに関する技術的助言を行う

2 3.24

12 4.01
障害者雇用枠，福祉的就労といった
　　　　　　　多様な働き方に関する情報提供を行う

38 2.46

13 4.01
障害のある学生向けのインターンシップの実施に向けた
　　日程・実施体制・職場環境に係る事前調整を行う

25 2.59

14 4.01
ハローワークと連携し，障害のある学生向けの
　インターンシップを受け入れ可能な企業を開拓する

19 2.66

15 4.00 障害のある学生に対し，求人情報の提供を行う 3 3.12

16 3.98 家族及び他機関を交えたケース会議を開催する 31 2.57

17 3.96
就職活動のスケジュール調整等に関する
　　　　　　　　　　　　　　　　技術的助言を行う

7 2.91

18 3.95 応募書類の添削指導を行う 1 3.33

19 3.95
学内の他部署（保健センター，学生相談室）に対し，
　　　　　　　就労移行支援ニーズの存在を確認する

28 2.58

20 3.93
障害者手帳の取得に関するニーズを形成するための
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談を行う

27 2.58

21 3.93
障害のある学生に対し，合理的配慮事項を企業に
　　　　　　　　　　申し出る方法について助言する

20 2.65

22 3.92
地域障害者職業センターへ，障害のある学生の就職支援
　に関する取り組みについての全般的な助言を依頼する

14 2.73

23 3.91
障害のある学生向けの
インターンシップ実施中の経過観察，環境調整を行う

24 2.61

24 3.91
障害のある学生の就職先企業に対し，
　　対象となる学生への対応方法に関する説明を行う

32 2.56

25 3.90
障害のある学生向けの就職ガイダンス，
　　　 OB･OGセミナー，企業説明会を企画・開催する

18 2.67

26 3.90
対象となる学生の
　　　　　　長期的なキャリアを見据えた相談を行う

40 2.43

27 3.90
障害のある学生の就職先企業に対し，
　　　対象となる学生の障害特性に関する説明を行う

36 2.51

28 3.90
学内の他部署を対象として，障害のある学生の
　　就職支援に協力を得るための啓蒙的な活動を行う

16 2.71

29 3.87
ニーズに基づき，相談支援機関や医療機関を介して
　　　　　　　障害者手帳の取得に関する支援を行う

26 2.59

30 3.86
地域障害者職業センターへ，個別のケースに関する
　　　　　　職業評価といった技術的支援を依頼する

30 2.57

31 3.86
障害のある学生向けのビジネスマナー，コミュニケー
　　　　ションスキルに関わる講習を企画・開催する

15 2.72

32 3.82 学内の他部署と情報共有を行う 11 2.76

33 3.81
対象となる学生の就職に関する
　　　　　　　　　　　　　家族のニーズを把握する

22 2.62

34 3.61 就職後に生じる葛藤に対して心理的なサポートを行う 10 2.77

35 3.58
期間を定めた上で，
　　　　就職後のフォローアップとしての相談を行う

37 2.48

36 3.53
期間を定めた上で，障害のある学生の職場定着を
　　　　　　　　　　定期的に就職先企業に確認する

41 2.43

37 3.45
障害のある学生の学校から職場への移行支援に関する
　　　　　　　　　　　　　　プログラムを評価する

33 2.55

38 3.38
障害のある学生の学校から職場への移行について
　　　　他機関を対象とした啓蒙的な教育活動を行う

42 2.42

39 3.36
就職後に職務遂行，人間関係の形成に関する
　　　　　　　　　　　　　　　　技術的助言を行う

39 2.45

40 3.33 ハローワークでの求人検索に同行する 17 2.68

41 3.33
障害のある学生の
　　　学校から職場への移行に関する学会に参加する

12 2.75

42 3.16
障害のある学生の
　　　　　学校から職場への移行に関する研究を行う

34 2.53

役割期待 準備性評価
職務内容

連携促進要因 平均値

  クライエントとの信頼関係 4.23
  機関同士の目標の共有 4.19
  機関同士の役割期待の一致 4.17
  相手方機関の機能に関する学習 4.06
  クライエントの家族との信頼関係 4.01
  成功・失敗事例の共有 3.94
  相談役・調整役の存在 3.94
  連携に係る職務の可視化 3.94
  連携モデルの可視化 3.88
  職員同士の面識の程度 3.76
  ケース会議の回数増加 3.05
  支援計画書の共同作成 2.96
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大学と就労支援機関の連携について 
～多摩地域における大学生を取り巻く新しい就労支援ネットワークの形成について～ 

 

○井上 量（東京障害者職業センター多摩支所 主任障害者職業カウンセラー） 
 

１ はじめに 

大学等高等教育機関において障害のある学生（以下「障

害学生」という。）の数が年々増えており、その中には就

労支援を必要とする障害学生も見られる。東京障害者職業

センター多摩支所（以下「職業センター」という。）にお

いても大学在学中から卒業後の進路にむけて職業相談、職

業評価を中心に就労支援の利用が増えているが、在学中か

らの大学内のキャリア支援、障害学生支援の担当者（以下

「大学担当者」という。）との就労支援に関する連携は少

ない。そこで職業センターでは大学と就労支援機関の連携

を促進するため職業センター主催の連絡会議、地域の就労

支援機関を巻き込んだ意見交換会など、これまで大学と就

労支援機関とのネットワーク作りに取り組んできている。 

本稿では職業センターを利用する大学在学者の利用状況

や、上記の連絡会議等の取組の結果等を紹介しつつ、障害

学生に対する就労支援の充実のための大学担当者と就労支

援機関との連携のあり方について考察する。 

 

２ 障害学生の就労支援の現状 

職業センターを利用する大学生の状況については以下の

とおりである。 

(1) 平成29年度新規利用者数（大学在学者）  

25名（大学4年生16名、３年生７名、２年生１名 院生

１名） 

(2) 障害内訳  

障害者手帳有り14名、障害者手帳なし11名 

 

 

 

 

 

(3) 利用契機 

 

 

 

 

３ 連携の取り組み 

職業センターでは大学と就労支援機関の連携に資するた

め以下の取組を行った（図のとおり）。 

(1) 大学と就労支援機関の連携にかかる会議 

職業センターでは発達障害者支援を実施する関係機関連

絡会議を開催しており、平成26、28及び29年度は発達障害

のある学生の就労支援を取り上げ、大学担当者、就労支援

機関の担当者に参加いただいた。 

３回の連絡会議では、多摩地区の合計８大学の担当者を

参集して、各大学の障害学生の就労支援の実情を聞いた。

各大学とも実情は様々であり、「障害が疑われる学生への

支援が難しい」「学内で障害学生への就労支援における連

携が取れていない」「まずは卒業単位の取得、卒論作成を

優先する必要があり、就活が進まない」「就労支援機関と

の連携が課題」といった声が聞かれた。一方で就労支援担

当者側からは「在学中に障害学生に対して誰が道筋をつけ

るのか判断が難しい」「大学との連携について、どこまで

踏み込んでいったらよいかわからない」「年々、定着支援

のニーズが増しており、新たな対象者に対しての就労支援

が行き届かない」といった声があり、障害学生の就労支援に

おいてお互いに課題を抱えている状況が把握された。 

特に発達障害のある学生の場合、障害者手帳の取得や就

労支援の利用等、対処すべきことが多くあるが、障害の特

性からも同時並行で取り組むことに困難があり、卒業後の

進路が決まらないという声も聞かれた。 

連絡会議においては大きく３つの問題意識を共有して、

その対応について大学、就労支援機関のそれぞれの立場で

意見交換を行った。 

① 在学中の就職活動は発達障害のある学生にとって大変

見通しの持てない問題であること。 

② 障害理解や就労に必要な対処スキルの習得が十分でな

いケースもあり、職場適応上に問題を生じる可能性が

あること。 

③ 学外の就労支援者が部分的に関わっているが、就職に

向けた活動に対して、何をどこまでなすべきか明らか

でなく、個々当座の対応のみ行っていること。 

このうち、①については職業センターとして新卒応援ハ

ローワークと共催する「発達障害のある大学生を対象とし

た就活応援セミナー」の試行実施を始めとして、障害学生

に向けて就労支援サービスや障害者雇用制度等、早期の情 

発達障害 難病 高次脳 

精神障害 知的障害 その他 

身体障害 

ハローワーク 新卒応援ハローワーク ホームページを見て 

就労支援機関 大学 家族の勧め 
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報提供をはかることを検討課題とした。 

②については在学中に職業センターの職業評価や職業準

備支援の利用を進めていくことについて検討課題とした。 

③については大学と就労支援機関の情報交換の機会をよ

り多く設定し、大学担当者と連携した支援に結び付けてい

くことを検討課題とした。 

(2) 就労研での取組 

多摩就労支援研究会（通称「就労研」）ではハローワー

ク、職業センター、市区町村障害者就労支援センター、就

労移行支援事業所等の就労支援担当者が四半期に一度、就

労支援に関する身近な課題について意見交換を行っている。

一部の機関・施設によらずより多くの就労支援機関と課題

を共有し、就労支援機関として何ができるかを考えるため、

この就労研においても大学在学者に対しての就労支援の具

体的な方策を検討した。就労研の２回の議論の中で、１回

目に大学の支援の取組を学ぶと共に、就労研として２大学

に対して大学訪問を行い、大学担当者に直接就労支援サー

ビスについての説明や情報交換を行う取組を実施した。 

２大学の訪問では大学担当者がそれぞれ９名、７名参加

し、キャリア支援、学生支援、障害学生支援等の各部署の

担当者と情報交換を行った。２大学から聞かれた課題とし

て、①各人のニーズにあわせた個別支援と組織支援のバラ

ンスをいかに保つか、②外部支援機関への効果的な橋渡し、

③確実に進路決定へと導くための支援スキルの向上、④企

業への働きかけ、⑤学内全学に向けての情報発信、が挙げ

られた。 

これを受けた２回目の就労研では、大学担当者が障害学

生に対して就労支援の紹介の際に使用することを想定した

説明資料を作成する他、今後の課題として就労支援サービ

スや障害者雇用の企業を大学担当者に見学いただく取組の

検討を進めることとなった。 

 

 

４ 考察 

職業センターの利用状況を見ると、利用契機が「ハロー

ワークの紹介」という者が半数以上を占める。連絡会議等

の取組から、大学担当者の障害学生に対する就労支援への

問題意識は高く、具体的な活動を行っている大学もあった

が、現状では障害学生本人が大学担当者を経由せず、自ら

学外の支援にアプローチしている状況が見られた。また利

用者の３分の２が大学４年生であり、その多くが一般雇用

の就職活動がうまく進まず、自分の障害と向き合っていく

必要があると考えて、職業センターに来所している状況が

確認された。 

職業センターの利用が多い発達障害・精神障害等の障害

学生の場合には、修学と就職活動の両立や、自分にあった

働き方を支援なしで模索することには困難があると考えら

れる。 こうした課題をもつ障害学生にとっては、大学在

学中から、より早期に自身の障害状況にあわせた働き方に

ついて考える機会を得て、学内の就労支援の利用と共に、

必要に応じて学外の就労支援にアプローチすることができ

れば、より良い進路選択につながる可能性が高まるものと

推察する。 

障害学生の就労支援に困難を抱え、学外の就労支援サー

ビスを知らない大学担当者が依然として多い中、今後は今

回取り組んだネットワーク作りの成果として、障害学生に

対する効果的な学内・学外の就労支援の連携事例を増やし

ていくこととする。すでに連絡会議に参加いただいた複数

の大学から依頼を受けて職業相談・職業評価を実施し、そ

の結果を学内での就職に向けた相談に活用いただくという

事例も出ている。こうした事例をモデルとして大学や就労

支援機関に発信することを検討し、個々の大学内での就労

支援の充実、学外の就労支援サービスの利用促進について

働きかけていくこととする。 

（※本稿では障害学生のキャリア相談、就職活動の支援等をまと

めて「就労支援」として表現しています。） 

 

大学に対して多摩地区の就労支援サービスを知っていただく取組を強化

平成29年９月14日 

多摩就労支援研究会 
「大学の学生への支援、関連機

関との連携」 

大学訪問  

平成30年１月29日 S大学 

 平成30年２月22日 C大学 
 「大学担当者との意見交換」 

平成30年３月22日 

多摩就労支援研究会 
「大学訪問の振り返り」 

多
摩
就
労
支
援
研
究
会 

○多摩地区の障害者就業・生活支援セ

ンター（オープナー・TALANT・ける

ん）を中心として形成された就労支援

機関担当者有志の意見交換会 

職
業
セ
ン
タ
ー 

Ｈ28就活応援セミナー開催 Ｈ29就活応援セミナー開催 
新卒応援ＨＷ・上野本所・多摩支所合同 

発達障害学生向けセミナー 

平成27年３月19日 

大学と就労支援機関の連携にかかる会議 

 大学有識者から講義・意見交換 

平成29年２月6日 

大学と就労支援機関の連携にかかる会議 
多摩地区6大学の担当者との意見交換 

平成29年10月25日 

大学と就労支援機関の連携にかかる会議 
多摩地区6大学担当者との意見交換 

大学 ・ 障害者就業・生活支援センター・市区町村障害者就労支援センター・ハローワーク・若者サポートステーションの支援担当者のネットワーク会議 

図 会議等を通じた大学と就労支援機関の連携状況 
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